
 

新旧対照表 

新 旧 

 

秋田県週休２日制工事実施要綱 

 

第１条（趣旨） （略） 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1)～(4) （略）  

 (5) 準完全週休２日 実工期の間の１週間における全ての休日及びその日に代わる現

場閉所の日（以下「振替休日」という）に、現場閉所をした場合をいう。 

 (6) 現場閉所率 実工期（別に定める期間を除く。）のうち、現場閉所をした日数の割

合をいう。 

  (7) 実工期 工事着手日から工事完成日（工事完成届提出日）までの期間をいう。 

 

 （休日） 

第３条 受注者は、休日に現場代理人等が作業に従事する場合、当該作業に従事する日（以

下「休日作業日」という。）及び振替休日         を休日作業日の前日まで

に監督員に届け出るものとする。 

２ 発注者は、別に定めるところにより、準完全週休２日と認めることができる。 

ただし、実工期（別に定める期間を除く。）の休日数に対する休日に現場閉所をした

日数の割合が 50％以上の場合に限る。 

３ 発注者は、次に掲げる行為を休日に現場代理人等に行わせることができる。この場合

においては、当該行為を行った日を休日として取り扱うものとする。 

 (1)～(4) （略）  

 

第４条（週休２日制工事の指定等） （略） 

 

 （工事成績評定） 

第５条 発注者は、次に掲げる達成区分に応じ、工事成績評定（工事特性）に加点または

減点するものとする。 

 

達成区分 現場閉所率 加点・減点数（点） 

完全週休２日 28.5%以上 ４ 

準完全週休２日 28.5%以上 ３ 

４週８休以上 28.5%以上 ２ 

４週６休未満 21.4%未満 －５ 

 

第６条（工期変更）～ 第９条（その他） （略） 

 

      附 則 

 この要綱は、平成２９年５月３０日から施行する。 

      附 則（平成３０年３月２７日技管－９９６ 一部改正） 

１．この要綱は、平成３０年３月２７日から施行する。 

２．この要綱による改正後の秋田県完全週休２日制モデル工事実施要綱の規定は、平成

３０年４月１日以降に入札公告等（指名競争入札にあっては指名通知をいい、随意契
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約にあっては見積依頼通知をいう。）を行う建設工事から適用する。 

      附 則（令和元年６月７日技管－１６８ 一部改正） 

 この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

      附 則（令和２年３月１３日技管－７３２ 一部改正） 

１．この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

２．この要綱による改正後の秋田県週休２日制モデル工事実施要綱の規定は、令和２年

４月１日以降に入札公告等（指名競争入札にあっては指名通知をいい、随意契約にあ

っては見積依頼通知をいう。）を行う建設工事から適用する。 

 附 則（令和３年９月９日技管－３４０ 一部改正） 

 この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。 

 附 則（令和４年３月１日技管－６９３ 一部改正） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 附 則（令和４年３月２２日技管－７６４ 一部改正） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 附 則（令和５年３月３日技管－１１２０ 一部改正） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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      附 則（令和元年６月７日技管－１６８ 一部改正） 
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      附 則（令和２年３月１３日技管－７３２ 一部改正） 

  １．この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  ２．この要綱による改正後の秋田県週休２日制モデル工事実施要綱の規定は、令和２年 

４月１日以降に入札公告等（指名競争入札にあっては指名通知をいい、随意契約にあ 

っては見積依頼通知をいう。）を行う建設工事から適用する。 

 附 則（令和３年９月９日技管－３４０ 一部改正） 

 この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。 

 附 則（令和４年３月１日技管－６９３ 一部改正） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 附 則（令和４年３月２２日技管－７６４ 一部改正） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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